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こ の計画は、共生社会の実現を 推進するための認知症基本法（ 令和５ 年法律第 65 号）

第 11 条第４ 項の規定に基づき 、 国会に報告するも のである。  
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前文 

（ 誰も が認知症になり 得る／自分ごと と し て考える時代へ）  

○ 急速な高齢化の進展に伴い、 我が国の認知症の人の数は増加し ている。 令

和４ （ 2022） 年の認知症の高齢者数は約 443 万人、 軽度認知障害1（ ＭＣ Ｉ ：

Mi l d Cogni t i ve I mpai rment ） の高齢者数は約 559 万人と 推計2さ れ、 その合

計は 1, 000 万人を 超え、 高齢者の約 3. 6 人に１ 人が認知症又はその予備群と

いえる状況にある。  

○ こ の推計で得ら れた性・ 年齢階級別の認知症及び軽度認知障害の有病率が

今後も 一定と 仮定すると 、 令和 22（ 2040） 年にはその人数が約 1, 200 万人

（ 認知症約 584 万人、 軽度認知障害約 613 万人） と なり 、 高齢者の約 3. 3 人

に１ 人が認知症又は軽度認知障害になると 見込まれる。  

○ また、 令和４ （ 2022） 年の若年性認知症の人の数は約 3. 6 万人、 18～64 歳

人口 10 万人当たり 約 50. 9 人と 推計3さ れている。  

○ 平成 16（ 2004） 年、「 痴
ち

呆
ほ う

」 と いう 用語は「 認知症」 に変更さ れ、 認知症

に対する 誤解や偏見の解消に努め、 各般の施策を 推進し ていく こ と と さ れた。

し かし 、 認知症になると 何も 分から なく なり 、 でき なく なると いう 考え方が

現在も 根強く 残っ ており 、 認知症になる こ と を受け入れるこ と が難し い状況

がある。 また、 認知症の人が社会的に孤立する、 又は認知症の人の意思が十

分に尊重さ れない状況がいまだにみら れる。  

○ 年齢にかかわら ず、 国民自身やその家族、 地域の友人、 職場の同僚や顧客

など、 今や国民誰も が認知症になり 得ると いう 状況に鑑みれば、 国民一人一

人が認知症を自分ごと と し て理解し 、 自分自身やその家族が認知症であるこ

と を周囲に伝え、 自分ら し い暮ら し を続けていく ためにはどう すべき か、 考

える時代が来ている。  

 

（ 基本法に基づく 認知症施策の新たな展開、 共生社会の実現）  

○ 令和５（ 2023） 年６ 月、共生社会の実現を 推進するための認知症基本法（ 令

 
1 記憶障害などの軽度の認知機能の障害が認めら れる が、 日常生活にはあまり 支障を 来さ ない程

度であるため、 認知症と は診断さ れない状態を いう 。  
2 厚生労働省令和５ （ 2023） 年度老人保健事業推進費等補助金（ 老人保健健康増進等事業）「 認知

症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する 研究報告書」（ 研究代表者： 二宮利治）。

本調査研究においては、 ＭＣ Ｉ と 認知症の有病率の合計値は約 28％と 、 平成 24（ 2012） 年に行わ

れた調査結果と 比較し て大き な変化がなかっ たが、 内訳を 見ると 、 認知症の有病率が低下し てお

り 、 喫煙率の全体的な低下、 生活習慣病管理の改善、 健康に関する情報や教育の普及による健康

意識の変化などによ り 、 認知機能低下の進行が抑制さ れ、 ＭＣ Ｉ から 認知症へ進展し た者の割合

が低下し た可能性があるこ と も 示唆さ れている。  
3 Ａ ＭＥ Ｄ （ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構）「 若年性認知症の有病率・ 生活実態把握と

多元的データ 共有システム」（ 研究開発代表者： 粟田主一） 2017 - 2020  
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和５ 年法律第 65 号。 以下「 基本法」 と いう 。） が成立し 、 本年１ 月に施行さ

れた。 基本法第１ 条において、 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性

と 能力を 十分に発揮し 、 相互に人格と 個性を尊重し つつ支え合いながら 共生

する活力ある社会（ 以下「 共生社会」 と いう 。） の実現を 推進するこ と が明記

さ れた。 こ の共生社会の実現に向けて、 認知症施策に関する全ての取組を 推

進し ていく 。  

○  基本法の施行に先立ち開催さ れた「 認知症と 向き 合う 「 幸齢社会」 実現会

議」 において、 認知症施策を 認知症の人を 起点に実施するこ と や、 認知症と

共に希望を持っ て生き ると いう 「 新し い認知症観」 の理解促進の重要性等が

示さ れた。  

 

（「 新し い認知症観」 に立つ）  

○  こ こ で示さ れた「 新し い認知症観」 と は、 認知症になっ たら 何も でき なく

なるのではなく 、認知症になっ てから も 、一人一人が個人と し てでき るこ と・

やり たいこ と があり 、 住み慣れた地域で仲間等と つながり ながら 、 希望を 持

っ て自分ら し く 暮ら し 続けるこ と ができ ると いう 考え方である。  

○  認知症の人を 含めた国民一人一人が「 新し い認知症観」 に立ち、 認知症の

人が自ら の意思によっ て、 多様な主体と 共に、 日常生活及び社会生活を営む

こ と ができ る共生社会を創り 上げていく 必要がある。  

○ 認知症の人が、認知症の状況に応じ て、最期まで自分ら し く 暮ら せるよう 、

周囲の人の支えも 得ながら 、 認知症の人の尊厳を 保持でき るよう にするこ と

が重要である。  

○ 政府においては、「 認知症施策推進大綱」（ 令和元（ 2019） 年６ 月 18 日認知

症施策推進関係閣僚会議決定） に沿っ て実施し てき た施策の取組状況も 踏ま

え、 基本法第 11 条第１ 項の規定に基づき 、 新たな知見や技術を 取り 入れた

認知症施策を総合的かつ計画的に推進すべく 、 認知症施策推進基本計画（ 以

下「 基本計画」 と いう 。） を 策定する。  

 

（ 認知症の人と 家族等が参画し 、 共に施策を立案、 実施、 評価する）  

○ 基本法第３ 条の基本理念は「 認知症の人」 を 主語と し て記さ れている。 こ

う し た基本法の趣旨を踏まえれば、 認知症の人と その家族その他認知症の人

と 日常生活において密接な関係を有する者（ 以下「 家族等」 と いう 。） の参画

を 得て、 意見を 聴き 、 対話し ながら 、 共に認知症施策の立案等を 行っ ていく

こ と が求めら れる。  

○ 認知症の人を単に「 支える対象」 と し てではなく 、 一人の尊厳のある個人

と し て捉え、 認知症の人がその個性と 能力を十分発揮し 、 経験や工夫をいか

し ながら 、 共に支え合っ て生き るこ と ができ るよ う にするこ と が重要である。

認知症の人と 家族等が、 行政や地域の多様な主体と 共に、 認知症施策の立案
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から 実施、 評価に至るまでのプロセスに参画するこ と を 通じ て、 認知症の人

が住み慣れた地域で自分ら し く 暮ら せる よう にする ための施策を 推進する。 

 

（ 認知症の人の地域生活継続のために、 多様な主体が連携・ 協働する）  

○ 認知症の人がどの地域や環境であっ ても 、 自分ら し く 暮ら し 続けるために

は、 認知症の人や家族等が地域生活を営むあら ゆる場面で、 認知症施策を 推

進し 、 こ れを社会全体で取り 組んでいく こ と が重要である。  

○ こ のため、 国、 地方公共団体、 地域の関係者の多様な主体がその実情に即

し て、 それぞれの役割を 担い、 連携し て認知症施策に取り 組む。 基本法にお

いて、 国は、 多様な主体が相互に連携し て認知症施策に取り 組むこ と ができ

るよう 必要な施策を 講ずるこ と と さ れており 、 その連携促進に取り 組むと と

も に、 関係省庁間でも 認知症施策の認識を 共有し ながら 、 連携し て取り 組む

こ と が重要である。  

○ 地方公共団体は、 認知症の人や家族等にと っ て身近な行政機関であると と

も に、 認知症の人や家族等が生活する地域で、 認知症施策を 具体的に実施す

る重要な役割を 担っ ている。 基本法において、 都道府県認知症施策推進計画

（ 以下「 都道府県計画」 と いう 。） 及び市町村認知症施策推進計画（ 以下「 市

町村計画」 と いう 。） の策定が努力義務と さ れたこ と を踏まえ、国と 地方が連

携を図り 、 政府の基本計画と 都道府県計画・ 市町村計画と があいまっ て、 地

域の実情や特性に応じ た認知症施策を 、 認知症の人や関係者と 共に創意工夫

し ながら 展開する。 また、 認知症施策は様々な分野にまたがるため、 地方公

共団体の関係部局間でも 分野横断的に取り 組むこ と が重要である。  

○ 地域における認知症施策の実施に当たり 、 認知症の人ができ る限り こ れま

での地域生活を 継続でき るよう 、 企業等も 含め、 認知症の人の生活に関わる

多様な主体が連携・ 協働し て取り 組んでいく 。  
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Ⅰ 認知症施策推進基本計画について 

（ 基本法の概要）  

○ 基本法は、 認知症の人が尊厳を 保持し つつ希望を持っ て暮ら すこ と ができ

るよう 、 認知症施策を総合的かつ計画的に推進し 、 共生社会の実現を 推進す

るこ と を 目的と する（ 第１ 条）。  

○ 全ての認知症施策に通ずる考え方と し て、７ つの基本理念を掲げ（ 第３ 条）、

その具体的な施策と し て 12 の基本的施策を定めている（ 第 14 条～第25 条）。

認知症施策の実施に当たり 、 共生社会の実現を目指し 、 こ れら の基本理念・

基本的施策に基づき 、 認知症の人と 家族等と 共に、 具体的な取組を 立案、 実

施、 評価する。  

○ 国や地方公共団体に加え、 国民を 含めた関係者の責務が明確化さ れており

（ 第４ 条～第８ 条）、各々が自ら の役割を 担い、連携し て認知症施策に取り 組

むこ と と さ れている。 さ ら に、 国及び地方公共団体は、 認知症の人及び家族

等と 議論を重ね、 計画を 策定し （ 第 11 条～第 13 条等。 地方公共団体におい

ては努力義務。）、 取り 組むこ と が求めら れる。  

 

（ 基本計画の位置付け）  

○ 基本計画は、 基本法第 11 条第１ 項の規定に基づき 、 認知症施策の総合的

かつ計画的な推進を 図るため、 政府と し て策定するも のであり 、 政府が講ず

る認知症施策の最も 基本的な計画と し て位置付けら れる。  

○ 基本計画に定める施策は、 原則と し て、 当該施策の具体的な目標及びその

達成の時期を定め、 目標の達成状況を調査し 、 認知症施策の効果に関する評

価を行う こ と と さ れている。  

○ 基本計画は、 地方公共団体が都道府県計画及び市町村計画を策定するに当

たっ て基本と するこ と と さ れている こ と を踏まえ、 地域の実情や特性に応じ

た認知症施策が推進さ れるよう にする。  

 

（ 計画期間）  

○ 基本計画（ 第１ 期）の計画期間は、令和６（ 2024）年 12 月から 令和 11（ 2029）

年度までのおおむね５ 年間を 対象と する。  

○ なお、 基本計画は、 都道府県計画又は市町村計画を 策定する際に調和を 保

つべき 各種計画の計画期間と の整合性を 図る観点等を 踏まえ、 計画開始時期

から ５ 年目を目途に見直し の検討を 開始するも のと する。  
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Ⅱ 基本的な方向性 

（ 基本理念に基づく 取組の推進）  

○ 認知症に関する 全ての施策は、 共生社会の実現に向けて、 基本法第３ 条に

定める基本理念を 根幹に据え、 施策の立案、 実施、 評価を 一連のも のと し て

実施し ていく 。  
 

【 基本法第３ 条の基本理念】  

１  全ての認知症の人が、 基本的人権を 享有する個人と し て、自ら の意

思によ っ て日常生活及び社会生活を 営むこ と ができ る よ う にする こ

と 。  

２  国民が、共生社会の実現を 推進する ために必要な認知症に関する正

し い知識及び認知症の人に関する 正し い理解を 深める こ と ができ る

よう にするこ と 。  

３  認知症の人にと っ て日常生活又は社会生活を 営む上で障壁と なる

も のを除去するこ と により 、全ての認知症の人が、社会の対等な構成

員と し て、地域において安全にかつ安心し て自立し た日常生活を営む

こ と ができ るよう にすると と も に、自己に直接関係する事項に関し て

意見を 表明する 機会及び社会のあら ゆる 分野における 活動に参画す

る 機会の確保を 通じ てその個性と 能力を 十分に発揮する こ と ができ

るよう にするこ と 。  

４  認知症の人の意向を十分に尊重し つつ、良質かつ適切な保健医療サ

ービス及び福祉サービスが切れ目なく 提供さ れるこ と 。  

５  認知症の人に対する支援のみなら ず、その家族等に対する支援が適

切に行われるこ と により 、認知症の人及び家族等が地域において安心

し て日常生活を 営むこ と ができ るよ う にするこ と 。  

６  認知症に関する 専門的、学際的又は総合的な研究その他の共生社会

の実現に資する研究等を推進すると と も に、認知症及び軽度の認知機

能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリ ハビリ テーショ ン及び介

護方法、認知症の人が尊厳を 保持し つつ希望を持っ て暮ら すための社

会参加の在り 方及び認知症の人が他の人々と 支え合いながら 共生す

る こ と ができ る 社会環境の整備その他の事項に関する 科学的知見に

基づく 研究等の成果を広く 国民が享受でき る環境を整備するこ と 。  

７  教育、 地域づく り 、 雇用、 保健、 医療、 福祉その他の各関連分野に

おける総合的な取組と し て行われる こ と 。  

 

（ 認知症の人や家族等が地域で自分ら し く 生活でき るよ う にする）  

○ 共生社会の実現に向け、 基本理念に沿っ て施策を 推進し ていく に当たり 、

誰も が認知症になり 得るこ と を前提に、 自分ごと と し て認知症について考え、
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認知症の人や家族等、 保健医療福祉の関係者だけでなく 、 広く 国民が「 新し

い認知症観」 を 理解する必要がある 。 そし て、 認知症の人と 家族等の参画・

対話を基に、 施策を 立案、 実施、 評価し 、 地域住民、 教育関係者、 企業等地

域の多様な主体が「 新し い認知症観」 に立ち、 それぞれ自分ごと と し て、 連

携・ 協働し て施策に取り 組む必要がある。  

○ 特に、 認知症の人がその個性や能力を発揮でき 、 希望を 実現し ながら こ れ

までの生活の中で培っ てき た友人関係や地域と のつながり を 持ち続け、 自分

の人生を 大切にし 、 地域で安心し て自分ら し く 生活でき る よ う にするこ と 、

また、 家族等も 同様に仕事や生活を 営むこ と ができ るよう にするこ と を意識

し て取り 組んでいく こ と が重要である。  

○ そし て、 認知症の人が生活する 中で、 認知症であるこ と を知っ ておいてほ

し いと 考える 友人を 含めた周囲の人に、 認知症であるこ と を 安心し て伝え、

共有する こ と ができ 、 周囲の人も それを 自然体で受け止めるこ と ができ る社

会である こ と が望まれる。  

 

（ 基本的施策等の推進）  

○ 国及び地方公共団体は、 基本法第 14 条から 第 25 条までに規定する基本的

施策を中心に取り 組むと と も に、 地方公共団体は、 こ れら に加えて創意工夫

を し ながら 、 地域の実情や特性を いかし た取組を、 認知症の人の声を 起点と

し 、 認知症の人の視点に立っ て、 認知症の人と 家族等と 共に推進するこ と が

重要である。  

○ 基本法に掲げら れる基本的施策は以下のと おり である。  

・  認知症の人に関する国民の理解の増進等（ 国・ 地方公共団体）  

・  認知症の人の生活におけるバリ アフ リ ー化の推進（ 国・ 地方公共団体）  

・  認知症の人の社会参加の機会の確保等（ 国・ 地方公共団体）  

・  認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護（ 国・ 地方公共団体）  

・  保健医療サービ ス及び福祉サービスの提供体制の整備等（ 国・ 地方公共団

体）  

・  相談体制の整備等（ 国・ 地方公共団体）  

・  研究等の推進等（ 国・ 地方公共団体）  

・  認知症の予防等（ 国・ 地方公共団体）  

・  認知症施策の策定に必要な調査の実施（ 国）  

・  多様な主体の連携（ 国）  

・  地方公共団体に対する支援（ 国）  

・  国際協力（ 国）  
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Ⅲ 基本的施策  

１ ． 認知症の人に関する国民の理解の増進等 

  

 

( 1)  学校教育における 認知症に関する 知識及び認知症の人に関する 理解を 深

める教育の推進 

➣ こ ども ・ 学生やその他の学校関係者が、 地域の認知症の人と 関わるこ と

で、 「 新し い認知症観」 の実感的理解を 深めら れるよう 、 認知症の人の参

画も 得ながら 、 認知症サポータ ー4養成講座や、 認知症に関する地域に密着

し た継続的な教育・ 交流活動を 実施すると と も に、 都道府県等教育委員会

や大学等の関係機関に働き 掛けを 行う 。  

( 2)  社会教育における 認知症に関する 知識及び認知症の人に関する 理解を 深

める教育の推進 

➣ 行政職員や日常生活・ 社会生活を 営む基盤と なるサービスを 提供する事

業者に従事する者等について、 認知症の人の参画も 得ながら 認知症サポー

タ ーの養成を推進し 、 認知症の人の声を 聴く こ と で、「 新し い認知症観」 や

基本法など認知症及び軽度の認知機能の障害に関する知識並びに認知症の

人に関する理解を 深めるこ と を 推進する。 司法職員に対し ても 、 司法府に

よる自律的判断を 尊重し つつ、 上記施策への参加を 働き 掛ける。   

➣ 基本計画の策定等を 踏まえ、 認知症サポータ ー養成講座のテキスト の更

なる見直し を行う と と も に、 認知症サポータ ーの養成を 推進し 、 地域の実

情に応じ て、 実際に認知症サポータ ーが認知症の人や家族等の手助けと な

る活動につながる環境整備を 推進する。   

( 3)  認知症の人に関する理解を深めるための、 本人発信を含めた運動の展開 

➣ 誰も がなり 得る 認知症について、 国民一人一人が自分ごと と し て認知症

への備えを 推進するためにも 、 認知症への関心が低い層等に対し 、 地方公

共団体が地域の企業・ 経済団体や自治会等と 連携し 、 認知症の人の参画も

得ながら 、「 新し い認知症観」 や基本法など認知症及び軽度の認知機能の障

害に関する知識並びに認知症の人に関する理解を 深めるこ と を推進する。  

また、 基本法の分かり やすい啓発資材を 作成し 、 普及さ せる と と も に、

 
4 認知症に対する知識を持っ て、 地域や職域で認知症の人やその家族を手助けする者。 市町村や

職場等で実施さ れている認知症サポータ ー養成講座の受講が必要。  

【 施策の目標】  
 共生社会の実現を 推進する ための基盤である 基本的人権及びその尊重
についての理解を推進する。 その上で、「 新し い認知症観」 の普及が促進
さ れる よう 、 認知症の人が発信するこ と により 、 国民一人一人が認知症
に関する知識及び認知症の人に関する 理解を 深めるこ と を 目標と し て、
以下の施策を実施する。  
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認知症の人本人による発信の支援を 更に推進する。  

➣ 基本法に基づく 認知症の日（ ９ 月 21 日）、 認知症月間（ ９ 月） の機会を

捉えて認知症に関する普及啓発イ ベント を 全国において実施する。          

➣ 「 認知症と と も に生き る希望宣言」 5の普及等、 認知症の人が自ら の言葉

で語り 、 認知症になっ てから も 希望を持っ て前を 向いて暮ら すこ と ができ

ている姿等を積極的に発信するこ と ができ る よう 、 認知症本人大使「 希望

大使」 6（ 以下「 認知症希望大使」 と いう 。） の活動支援を推進する。  

 

２ ． 認知症の人の生活におけるバリ アフ リ ー化の推進 

  

 

( 1)  認知症の人が自立し て、 かつ、 安心し て暮ら すための、 地域における生活

支援体制の整備等 

➣ 認知症の人が安心・ 安全・ スムーズに外出・ 帰宅でき るよう 、 認知症サ

ポータ ーの養成を 推進すると と も に、 チームオレ ンジ 7など、 地域の実情に

応じ て、 実際に認知症の人やその家族の手助けと なる活動につながる環境

の整備を 推進する。  

➣ 認知症バリ アフ リ ー宣言8を 始めと する 地域の企業や公共機関等での認

知症バリ アフ リ ー9の取組の推進を支援する。  

➣ 認知症の人を含む高齢者が必要と する情報を 受け取るこ と ができ るよう 、

 
5 認知症と と も に暮ら す本人一人一人が自ら の体験と 思いを 言葉にし たも の。 希望を 持っ て前を

向き 自分ら し く 暮ら し 続けるこ と を目指し 、 平成 30（ 2018） 年 11 月、 一般社団法人日本認知症本

人ワーキンググループ（ Ｊ Ｄ ＷＧ ） が表明。  
6 認知症を 自ら の言葉で語り 、 認知症になっ てから も 希望を 持っ て前を 向いて暮ら すこ と ができ

ている 姿等を 積極的に発信する者。 厚生労働大臣が任命し 、 国が行う 認知症の普及啓発活動への

参加・ 協力や国際的な会合への参加等を 行う 全国版希望大使と 、 都道府県知事が委嘱・ 任命等を

行い、 全国版希望大使と 協働・ 連携し ながら 、 認知症の普及啓発活動や認知症サポータ ー養成講

座への協力など地域に根ざし た活動を 行う 地域版希望大使がいる。  
7 認知症サポータ ー等が支援チームを 作り 、 認知症の人本人が参画し 、 その意向を 支援チームの

活動に反映する機会を 設け、 地域ごと に、 認知症の人やその家族を 、 その支援ニーズに合っ た具

体的な支援につなげる仕組み。  
8 認知症バリ アフ リ ーに向けた取組を行おう と し ている企業・ 団体等が、自ら ウェ ブ上で「 認知症

バリ アフ リ ー宣言企業」 と し て宣言を 行う こ と を 通じ て、 認知症の人やその家族にと っ て安心し

て店舗やサービス・ 商品を 利用でき る環境の整備などに努めると と も に、 認知症バリ アフ リ ー社

会の実現に向けた機運を醸成するこ と を目的と し た制度。  
9 移動、 消費、 金融手続、 公共施設の利用など、 生活のあら ゆる場面で、 認知症になっ てから も で

き る限り 住み慣れた地域で安心し て暮ら し 続けていく ため、 障壁を 減ら し ていく 取組。  

【 施策の目標】  
 認知症の人の声を聴き ながら 、 その日常生活や社会生活等を 営む上で
障壁と なるも の（ ハード ・ ソ フ ト 両面にわたる社会的障壁） を 除去する
こ と によっ て、 認知症の人が尊厳を 保持し つつ希望を 持っ て暮ら せる社
会環境を 確保し ていく こ と を 目標と し て、 以下の施策を 実施する。  
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高齢者に対し スマート フ ォ ンの活用を推進する。  

➣ 認知症の人や家族等が地域のつながり の中で、 安心し て自分ら し く 暮ら

し 続ける こ と ができ るよう 、 地域包括ケアシステムの構築の深化・ 推進、

地域運営組織10の活動支援等によ る 地域づく り を 推進する と と も に、 認知

症の人の意見を 踏まえて開発さ れたＩ Ｃ Ｔ 製品・ サービスの周知を図る。  

➣ 地域住民の属性を問わない相談支援、 多様な参加支援、 地域づく り に向

けた支援を 一体的・ 重層的に行う こ と により 、 複雑化・ 複合化し た支援ニ

ーズに対応する包括的な支援体制の整備を 図る。   

➣ 独居の認知症高齢者が今後も 増加し ていく 見込みであるこ と を踏まえて、

社会的支援につながり やすい地域づく り を進めると と も に、 身寄り のない

高齢者等が安心し て高齢者等終身サポート 事業11を利用でき る よう 、「 高齢

者等終身サポート 事業者ガイ ド ラ イ ン」（ 令和６ （ 2024） 年６ 月策定） の周

知などを 通じ て、 事業者の適正な事業運営を 確保し 、 事業の健全な発展を

推進する 。  

➣ 高齢者等を 含む住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進する

ため、 必要な情報提供・ 生活支援等を行う 居住支援法人の取組や、 地域の

居住支援体制の構築を 推進する 住宅確保要配慮者居住支援協議会12の取組

について支援を 行う 。  

   また、 住宅施策と 福祉施策と が連携し た地域の居住支援体制の強化を 推

進する。                                    

➣ 災害時においても 、 認知症の人が孤立するこ と なく 、 可能な限り 自立し

た日常生活・ 社会生活を 営むこ と ができ るよう 、 必要な取組を推進する。       

➣ 認知症の人に関する情報共有・ 連携の在り 方を 含め、 金融機関を 始めと

する認知症の人の生活に関わる地域の関係機関における連携・ 協働を 推進

する。    

( 2)  移動のための交通手段の確保 

➣ 高齢者を始めと する地域住民の移動手段の確保に向けて、 自動運転移動

サービスの導入に向けた地方公共団体等の取組を 支援すると と も に、 地域

の多様な主体と の連携・ 協働等によ る取組を 意欲的・ 先行的に行う 地方公

共団体への重点的な支援の枠組みを 検討し 、 地域交通の再構築を 加速化す

る。    

 
10 地域住民が中心と なっ て送迎、 声掛け・ 見守り 、 買物支援など地域課題解決に向けた取組を 実

践する組織。  
11 高齢者等に対し て身元保証や死後事務、 日常生活支援等のサービスを行う 事業。  
12 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（ 平成 19 年法律第 112 号） に基

づき 、 地方公共団体、 不動産関係団体、 居住支援法人等で構成さ れた、 高齢者を 含む住宅確保要

配慮者の居住支援に関する情報交換等を行う 協議会。  
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➣ サポート カ ー限定免許の制度（ 令和４ （ 2022） 年５ 月施行） 13を 適切に運

用するなど、 運転に不安を 覚える高齢者等の移動の自立のための交通手段

の確保を 推進する。  

( 3)  交通の安全の確保 

➣ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（ 平成 18 年法律

第 91 号） に基づく 移動等円滑化の促進に関する基本方針（ 令和２ 年国家公

安委員会、 総務省、 文部科学省、 国土交通省告示第１ 号） における令和７

（ 2025） 年度末までの各整備目標達成に向けて、 地方部を含めたハード 面

のバリ アフ リ ー化整備、「 心のバリ アフ リ ー」 の取組を 中心と し たソ フ ト 面

の対策の充実などを 通し て、 ハード ・ ソ フ ト 両面から のバリ アフ リ ー化を

推進する 。     

( 4)  認知症の人にと っ て利用し やすい製品・ サービスの開発・ 普及の促進 

➣ 日本認知症官民協議会14によ る 官民連携の下、 認知症の人と 家族等が参

画し た、 認知症の人が地域で生活する上で利用し やすい製品・ サービスの

開発・ 普及を促進するため、 モデル的取組を 好事例と し て展開し 、 そう し

た取組が自主的、 継続的に進むよう 取り 組む。           

( 5)  事業者が認知症の人に適切に対応するために必要な指針の策定 

➣ 認知機能の障害と いう 障害の特性によっ て生ずるバリ アを、 認知症の人

と 家族等と 共に丁寧に探究し ながら 、 バリ アフ リ ー化を 推進し ていく ため

に、 日本認知症官民協議会による官民連携の下、 認知症の人の生活に関わ

る業界向けの手引を 認知症の人と 家族等と 共に、 幅広く 、 個別の業種で計

画的に作成し 、 その普及に取り 組む。  

また、 公共交通事業者においては、 適切な接遇のための研修等を 推進す

る。  

( 6)  民間における自主的な取組の促進 

➣ 認知症バリ アフ リ ーが、 企業にと っ てビジネスチャ ンスと なり 得ると と

も に、 従業員の介護離職防止にも 役立つと いう こ と の理解促進により 、 企

業が経営戦略の一環と し て認知症バリ アフ リ ーに取り 組むよう 、 経営層を

含めた企業への普及・ 啓発を 図る。  

 

 
13 運転免許を 受けている者の申請により 、 運転するこ と ができ る 自動車の範囲を サポート カ ーに

限定する条件を付与するこ と ができ る制度。  
14 認知症への対応が社会全体で求めら れていると いう 共通認識の下、 行政のみなら ず経済団体、

金融、 交通、 住宅、 生活関連産業、 通信、 医療・ 福祉等の各業界の民間組織の団体、 地方公共団

体、学会等が連携し て取組を 推進するため、各業界から 約 100 団体が参画する形で、平成 31（ 2019）

年に設立。  
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３ ． 認知症の人の社会参加の機会の確保等 

  

 

( 1)  認知症の人自ら の経験等の共有機会の確保 

➣ 認知症の人が診断後早い段階で認知症の当事者に出会い、 その経験に触

れら れる よう 、ピアサポート 活動15等を推進すると と も に、ピアサポート 活

動等につなぐ ため、 地域の実情に応じ た認知症地域支援推進員16の適切な

配置や、 認知症地域支援推進員と 関係機関と の連携を推進する。  

( 2)  認知症の人の社会参加の機会の確保 

➣ 認知症の人の社会参加17機会の確保が進むよう 、 本人ミ ーティ ング18や認

知症希望大使など認知症の人の声が発信さ れる機会の創出を 促進すると と

も に、 社会参加を 契機と し て、 引き こ も り がちな認知症の人やその家族へ

のピアサポート 活動等を 推進する。 その際、 認知症地域支援推進員が企画

調整や相談・ 支援体制づく り を 行う こ と ができ るよう 支援すると と も に、

関係者と 連携し 、 広域の市町村（ 特別区を含む。 以下同じ 。） でも 社会参加

の機会の確保が図ら れるよう にする。  

➣ 認知症の人と 共に、 認知症の人の幅広い居場所づく り 、 社会参加機会の

確保を推進する。 介護事業所・ 施設において社会参加活動等に参加し た利

用者が謝礼等を 受け取る仕組みを活用し た取組を 推進すると と も に、 地域

の介護事業所等と 企業等が連携し やすい環境整備を 推進する 。  

( 3)  多様な主体の連携・ 協働の推進による若年性認知症の人等の就労に関する

事業主に対する啓発・ 普及等 

➣ 企業に対し て、「 若年性認知症における治療と 仕事の両立に関する手引き 」

（ 令和３ （ 2021） 年 12 月作成） の普及啓発を行い、 医療機関への早期の受

 
15 今後の生活の見通し などに不安を抱えている認知症の人に対し 、 精神的な負担の軽減と 認知症

の人の社会参加の促進を図るため、 認知症当事者による相談支援を 実施するこ と 。  
16 市町村に配置さ れ、 地域の支援機関間の連携づく り や、 認知症カ フ ェ （ 脚注 21 参照）・ 認知症

ケアパス（ 脚注 22 参照）・ 社会参加活動などの地域支援体制づく り 、 認知症の人やその家族を 支

援する相談業務等を 実施する者。  
17 国際生活機能分類（ Ｉ Ｃ Ｆ ： I nt er nat i onal  Cl assi f i cat i on of  Funct i oni ng,  Di sabi l i t y and 

Heal t h） では、「 参加」 を「 生活・ 人生場面への関わり 」 と 定義し ており 、 その領域と し てセルフ

ケア、 家事や他者の世話、 教育、 仕事、 経済生活、 対人関係、 地域・ 社会・ 市民生活などが示さ れ

ている。  
18 認知症の人が集い、 本人同士が主になっ て、 自ら の体験や希望、 必要と し ているこ と を 語り 合

い、 自分たちのこ れから のより 良い暮ら し 、 暮ら し やすい地域の在り 方を一緒に話し 合い、 発信

し ていく 場。  

【 施策の目標】  
 認知症の人が孤立する こ と なく 、 必要な社会的支援につながる と と
も に、多様な社会参加の機会を確保するこ と によっ て、生き がいや希望
を 持っ て暮ら すこ と ができ る よう にする こ と を 目標と し て、 以下の施
策を 実施する。  
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診勧奨の啓発を 行う と と も に、 若年性認知症の人の意欲と 能力に応じ た雇

用継続に向けて取り 組む。             

➣ 若年性認知症の人が障害者職業センタ ー等を 利用する際に、 若年性認知

症支援コ ーディ ネータ ー19が専門家と し て若年性認知症の人に対する 就労

支援を推進する。                 

➣ 若年性認知症の人や家族等のニーズ、 若年性認知症の人が生活する地域

の資源に応じ た支援を行う ため、 若年性認知症支援コ ーディ ネータ ーが認

知症地域支援推進員や地域包括支援センタ ーの職員に対し て支援を行う こ

と 、 認知症地域支援推進員が若年性認知症支援コ ーディ ネータ ーに対し て

地域のピ アサポート 活動の情報等を 紹介する こ と 、 若年性認知症支援コ ー

ディ ネータ ー等と 企業の産業医や両立支援コ ーディ ネータ ー等による連携

し た対応を行う こ と などを推進する。  

 

４ ． 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 

  

 

( 1)  認知症の人の意思決定支援に関する指針の策定 

➣ 「 認知症の人の日常生活・ 社会生活における意思決定支援ガイ ド ラ イ ン」

（ 平成 30（ 2018） 年６ 月策定） 20について、 基本法の基本理念等を踏まえ

たも のと し て改定する と と も に、 医療・ 介護の現場での研修等を 通じ て、

活用促進を 図る。  

( 2)  認知症の人に対する 分かり やすい形での意思決定支援等に関する 情報提

供の促進 

➣ 認知症の人や家族等に対し 、 意思決定支援の重要性の理解増進を 図ると

と も に認知症の人自身が意思決定する 意識と スキルを 高める 機会を 確保

するため、「 認知症の人の日常生活・ 社会生活における意思決定支援ガイ ド

ラ イ ン」 について、本人ミ ーティ ングや認知症カ フ ェ 21等の場を 活用し なが

 
19 若年性認知症の人やその家族に対する 相談支援、 医療・ 介護、 労働等の関係者による支援体制

（ ネッ ト ワーク ） の構築、 企業や関係者等の若年性認知症に対する理解を促進するための普及・

啓発等の支援を行う ため、 各都道府県、 指定都市に配置さ れている者。  
20 日常生活や社会生活において、 認知症の人の意思が適切に反映さ れた生活が送れるよう 認知症

の人の意思決定を 支援する標準的なプロセスや留意点を記載し たも の。  
21 認知症の人やその家族が、 地域の人や専門家と 相互に情報を 共有し 、 お互いを 理解し 合う 場。

地域の実情に応じ て認知症地域支援推進員が企画する等様々な実施主体・ 方法で開催さ れている。 

【 施策の目標】  
 認知症の人が、 基本的人権を 享有する個人と し て、 自ら の意思によ っ
て日常生活及び社会生活を営むこ と ができ るよう に、 認知症の人への意
思決定の適切な支援と 権利利益の保護を 図るこ と を 目標と し て、 以下の
施策を 実施する 。  
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ら 広く 普及を 図ると と も に、 認知症ケアパス 22にも 意思決定支援の内容が

盛り 込まれるよう 、 普及啓発を行う 。  

( 3)  消費生活における被害を 防止するための啓発 

➣ 消費者安全確保地域協議会23の設置促進を 図る と と も に、 関係機関が連

携し 、 認知症の人が実際に遭遇し ている具体的な事案を 基に、 消費者被害

を防止するための注意喚起を 実施する。  

➣ 認知症高齢者を 標的と する特殊詐欺や消費者ト ラ ブルの被害が発生し て

いる現状に鑑み、 その実態を 把握し た上で必要な措置を 講ずる。  

( 4)  その他 

➣ 市町村の高齢者虐待防止のためのネッ ト ワーク の構築支援や職員等の

対応力強化研修等、 地方公共団体の虐待防止体制の構築、 虐待・ 身体拘束

防止ガイ ド ラ イ ン 24等の普及啓発等を 実施する こ と で、 虐待の発生又はそ

の再発防止等に取り 組む。  

➣ 成年後見制度については、「 第二期成年後見制度利用促進基本計画」（ 令

和４ （ 2022） 年３ 月 25 日閣議決定） を 踏まえ、 その見直し の検討を進める

と と も に、 総合的な権利擁護支援策の充実等について検討する。  

 

５ ． 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 

  

 

( 1)  専門的な、 又は良質かつ適切な医療提供体制の整備 

➣ 認知症の人が住み慣れた地域で希望に沿っ た生活ができ 、 自ら の意向が

十分に尊重さ れるよう 、 居宅、 介護事業所・ 施設、 医療機関において、 必

 
22 認知症の始まり から 人生の最終段階まで、 認知症の容態に応じ 、 相談先や、 いつ、 どこ で、 ど

のよう な医療・ 介護サービスを 受ければいいのかについて、 流れを あら かじ め標準的に示し たも

の。  
23 消費者安全法（ 平成 21 年法律第 50 号） 第 11 条の３ の規定に基づき 、 高齢者や認知症等の判断

力の低下し た消費者を 地域で見守る 体制を 推進するために地域において組織するこ と ができ る も

の。  
24 令和５ （ 2023） 年度老人保健事業推進費等補助金（ 老人保健健康増進等事業）「 介護施設・ 事業

所等における身体拘束廃止・ 防止の取組推進に向けた調査研究事業報告書」（ 令和６ （ 2024） 年３

月株式会社日本総合研究所）（ ht t ps: //www. mhl w. go. j p/cont ent /12304250/001248503. pdf ）  

令和５ （ 2023） 年度老人保健事業推進費等補助金（ 老人保健健康増進等事業） 「 介護施設・ 事業所

等における身体拘束廃止・ 防止の取組推進に向けた調査研究事業報告書」 （ 令和６ （ 2024） 年３

月公益社団法人全日本病院協会） （ ht t ps: //www. mhl w. go. j p/cont ent /12304250/001248505. pdf ） 

【 施策の目標】  
 認知症の人が、居住する地域にかかわら ず、自ら の意向が十分に尊重
さ れ、望む場で質の高い保健医療及び福祉サービスを 適時にかつ切れ目
なく 利用でき るよう に、地域の実情に応じ たサービス提供体制と 連携体
制を 整備し 、人材育成を進めるこ と を 目標と し て、以下の施策を 実施す
る。  

https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001248503.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001248505.pdf
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要な医療・ 介護の提供が可能と なる 体制整備を推進する。 また、 併存する

身体疾患や精神疾患について、 かかり つけ医や地域包括支援センタ ー等が

必要な医療機関につなぐ こ と ができ るよう 必要な取組を 推進する。  

➣ 認知症疾患医療センタ ー25について、地域の実情に応じ て、認知症の専門

相談、 鑑別診断、 薬物療法・ 非薬物療法、 地域連携、 認知症の人やその家

族に対する診断後支援までの一貫し た支援を 実施するため、 アルツハイ マ

ー病26を 始め、 他の様々な認知症の背景疾患に対応でき る よ う 専門職への

啓発を実施するなど、 相談機能の充実を 含めた認知症疾患医療センタ ーの

機能の在り 方を 検討し 、 必要な対応を行う 。  

➣ 尊厳あるケアと 適切な医療を提供するこ と を 目指し 、行動・ 心理症状（ Ｂ

Ｐ Ｓ Ｄ ） 27に対する 理解及び対応力向上を 図る ための研修を 実施する こ と

等により 、 チームケアを 推進する。  

➣ ポリ フ ァ ーマシー28対策を 推進する ため、 かかり つけ薬剤師と し ての役

割を 発揮でき る薬剤師の配置を 促進する。 また、 認知症の人の口腔機能等

の維持・ 向上のため、 専門職による口腔管理等を 推進する。  

➣ 高齢者の介護予防や生活の質の維持、 日常生活・ 社会生活の活発化のた

めに重要な難聴の早期の気付き と 対応の取組を促進すると と も に、 その効

果を検証する。  

( 2)  保健医療福祉の有機的な連携の確保 

➣ 独居など認知症の人を取り 巻く 課題を踏まえ、 かかり つけ医、 地域包括

支援セン タ ー、 認知症地域支援推進員、 認知症サポート 医29、 認知症初期集

中支援チーム30、居宅介護支援事業所、認知症疾患医療センタ ーを 含む専門

医療機関等について、 地域の実情に応じ た機能や、 連携の強化を図る 。  

➣ 認知症初期集中支援チームは、 認知症の人の意向に基づいた地域生活を

続けるための相談・ 支援を する多職種チームであり 、 地域の実情に応じ て

 
25 認知症疾患に関する鑑別診断と その初期対応、 身体合併症の急性期治療を行う ほか、 退院する

患者が必要と する介護サービスの提供、 地域における見守り 等の日常生活面の支援や、 その家族

を 対象と し た相談支援等に適切につながるよう 、 地域包括支援センタ ーや介護支援専門員等への

連絡調整を 含め、 個々の患者に対する相談を 行う 機能を 有する、 地域での認知症医療提供体制の

拠点。  
26 脳内に老人斑と 神経原線維変化等のタ ンパク 質凝集が蓄積し 、 神経細胞の変性を伴う 疾患。  
27 認知機能の低下を 基盤に、 身体的要因、 環境的要因、 心理的要因などの影響を 受けて出現し た

行動面の症状と 心理症状。 焦燥性興奮や不安・ 抑う つ等。  
28 単に服用する薬剤数が多いこ と ではなく 、 それに関連し て薬物有害事象のリ スク 増加、 服薬過

誤、 服薬アド ヒ アラ ンス（ 処方さ れた人が処方指示どおり に服薬する程度） の低下等の問題につ

ながる状態。  
29 かかり つけ医を対象と し た認知症対応力向上を図るための研修の企画立案・ 講師役、 かかり つ

け医等への認知症診断等に関する相談・ アド バイ ザー役、 各地域医師会と 地域包括支援センタ ー

と の連携推進役等、 地域連携推進を期待さ れる医師。  
30 複数の専門家が、 認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を 訪問し 、 観察・ 評価を行っ

た上で、 家族支援等の初期の支援を行う チーム。  



 

15 

 

その在り 方を見直し 、 独居や身寄り のない認知症の人や複合的な課題を 抱

えたケースの支援など、 役割を検討する。  

➣ 各市町村において、 地域の実情に応じ た認知症施策の要と なる認知症地

域支援推進員が適切に配置さ れ、 認知症カ フ ェ 、 本人ミ ーティ ング、 ピア

サポート 活動、 意思決定支援、 診断後支援等の個々の認知症の人や家族等

に応じ た施策を 推進する。 さ ら に、 認知症地域支援推進員が、 個々の認知

症の人や家族等に寄り 添っ た活動ができ るよう 環境を整備する。  

➣ 若年性認知症の人やその家族に対する支援に向けた、 若年性認知症支援

コ ーディ ネータ ーを 中心と し た保健医療福祉の関係機関による連携体制を

構築する 。  

➣ 早期の気付き と 対応に向けて、 かかり つけ医や認知症初期集中支援チー

ム等の体制を整備すると と も に、 かかり つけ医や地域包括支援センタ ー等

と 、 認知症疾患医療センタ ーを含む専門医療機関の連携を強化する。  

➣ 認知症の人の意向を 尊重し た生活を 目標にし た、 居宅、 介護事業所・ 施

設、医療機関における基本的・ 手段的日常生活動作31の向上と 社会参加及び

ウェ ルビ ーイ ングの向上を 目的と し た認知症リ ハビリ テーショ ンを推進す

る。  

➣ 認知症の人を含む精神科病院に入院し ている人については、 精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（ 昭和 25 年法律第 123 号）の令和４（ 2022）

年の改正による医療保護入院の入院期間の法定化や居宅介護支援事業者の

紹介の義務付け等の適切な運用等により 、 早期の地域移行に向けた取組を

推進する 。 また、 住み慣れた地域で生活が送れるよう 、 介護サービス等の

環境整備を進める。  

( 3)  人材の確保、 養成、 資質向上 

➣ 保健医療福祉の専門職に対し 、 様々な認知症に関する新し い知見の提供

や、本人参画の下、認知症の人への理解や基本法の理解を 更に促進する等、

「 新し い認知症観」を踏まえた認知症対応力向上のための研修を実施する。

また、 意思決定支援に関する専門職向けのリ ーフ レ ッ ト を作成し 、 それを

活用し た普及啓発を 推進する。  

➣ 認知症に関する 介護研修の在り 方の見直し を 進める と と も に、 質の高い

認知症介護や地域における認知症支援に係る 人材育成の在り 方に関する研

究を推進するために、認知症介護研究・ 研修センタ ー32の機能を強化する。       

➣ 認知症の人や家族等にと っ て、 良質かつ適切な保健医療サービス及び福

 
31 基本的日常生活動作（ Ｂ Ａ Ｄ Ｌ ： Basi c Act i vi t i es of  Dai l y Li vi ng）： 食事、 更衣、 整容、

ト イ レ 、 入浴等の身の回り 動作や移動動作。 手段的日常生活動作（ Ｉ Ａ Ｄ Ｌ ： I nst r ument al  

Act i vi t i es of  Dai l y Li vi ng） :  買物、 調整、 洗濯、 電話、 薬の管理、 財産管理、 乗り 物の運転

等の日常生活上の複雑な動作。  
32 認知症介護の質的な向上を 図る研究や認知症介護の専門職の育成等を推進するセンタ ー。  



 

16 

 

祉サービスが切れ目なく 提供さ れるよう 、 介護人材を 始めと し て、 多様な

人材の確保・ 育成に向けて総合的に取り 組む。   

 

６ ． 相談体制の整備等 

  

 

( 1)  個々の認知症の人や家族等の状況にそれぞれ配慮し つつ総合的に応ずる

こ と ができ るよう にするための体制の整備 

➣ 地域包括支援センタ ー、 認知症疾患医療センタ ーを 含む専門医療機関、

居宅介護支援事業所、 小規模多機能型居宅介護事業所、 認知症高齢者グル

ープホーム等の相談体制の整備に加え、 企業における相談体制の整備を 行

う 。 また、 認知症伴走型支援事業33、 ピアサポート 活動を 推進する。  

➣ かかり つけ医や、かかり つけ医と 連携する認知症サポート 医等を 活用し 、

地域において、 認知症を 疑う 場合に気軽に相談でき る体制の整備を行う 。  

➣ 専門の公的相談機関と イ ン フ ォ ーマルな交流の場34と の連携・ 協働を 促

し 、 住民に周知するこ と を 通し て認知症の人や家族等が相談し やすい体制

を整備する。                          

( 2)  認知症の人や家族等が互いに支え合う ための相談・ 交流の活動に対する 支

援、 関係機関の紹介、 その他の必要な情報の提供及び助言 

➣ 認知症の人や家族等が出会い、 交流し 、 互いに支え合う 活動を支援する

ため、 地域の実情に応じ た認知症施策の要と なる認知症地域支援推進員の

適切な配置や認知症カ フ ェ 、 ピアサポート 活動、 認知症希望大使の活動支

援、認知症の人と その家族への一体的支援事業35等を推進すると と も に、認

知症の人や家族等に必要な情報が提供さ れる よう 認知症ケアパスの作成・

更新・ 周知を促進する。  

➣ 企業・ 労働者双方に、 育児休業、 介護休業等育児又は家族介護を 行う 労

働者の福祉に関する法律（ 平成３ 年法律第 76 号） に基づく 介護休業等の制

度周知等を 行う と と も に、 同法への対応や柔軟な働き 方に取り 組む中小企

業の職場環境整備を 推進する。    

 
33 地域の認知症高齢者グループホームなどに支援の拠点を設置し 、認知症ケアに携わる専門職が、

地域の認知症の人・ その家族への日常的な生活相談や効果的な介護方法などの助言等を行う 事業。 
34 例えば、 住民主体の通いの場、 高齢者向けの交流サロン、 老人ク ラ ブの活動の場など、 行政以

外の主体が運営する交流の場などが考えら れる。  
35 認知症の人と その家族が、 話合いに基づく 活動等を 通じ て、 その思いの共有や他の家族から の

気付き を 促し 、認知症の人と その家族のお互いの思いのずれや葛藤を 調整し 再構築を 図るために、

認知症の人と その家族を一体的に支援する事業。  

【 施策の目標】  
 認知症の人や家族等が必要な社会的支援につながるこ と ができ る よう
に、相談体制を整備し 、地域づく り を 推進し ていく こ と を目標と し て、以
下の施策を実施する。  
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➣ より 幅広い企業が両立支援に取り 組むこ と を 促すため、 企業経営におけ

る仕事と 介護の両立支援が必要と なる背景・ 意義や両立支援の進め方など

をまと めた企業経営層向けのガイ ド ラ イ ンを 周知するこ と で、 仕事を し な

がら その家族の介護を行う 者への支援を 推進する。    

 

７ ． 研究等の推進等 

  

 

( 1)  予防・ 診断・ 治療、 リ ハビリ テーショ ン・ 介護方法等の研究の推進・ 成果

の普及 

➣ 共生社会の実現に資する ため、 認知症の本態解明等についての基礎研究

及び臨床研究を 推進すると と も に、 基礎研究の成果を 臨床研究に、 臨床研

究の知見を 基礎研究に活用するなど、 基礎研究・ 臨床研究間で連携し て研

究を推進する。   

➣ 産官学連携、 学会間連携、 研究への認知症の人、 家族等及び市民の参画

等を進め、 画期的な診断・ 治療・ 創薬等シーズの研究開発を 推進する 。  

➣ アルツハイ マー病に加えて、 レ ビー小体型認知症36や前頭側頭型認知症37、

脳小血管病38や高齢者タ ウオパチー39等病態未解明である 認知症の病態解

明・ 診断法・ 治療法・ 介護方法の開発につながる研究を 推進する。  

➣ 研究成果について、 認知症の人や家族等を 含む国民が広く 享受でき る環

境を整備する。  

➣ プレ ク リ ニカ ル（ 前臨床期）から 重度認知症までの全ステージに対し て、

予防・ 診断・ 治療法・ リ ハビリ テーショ ン・ 介護方法の開発等、 様々な背

景疾患を 有する認知症の病態解明に向けた研究も 含め、 幅広い研究を 推進

する。  

( 2)  社会参加の在り 方、 共生のための社会環境整備その他の調査研究、 検証、

成果の活用 

➣ 若年性認知症の人等の社会参加・ 就労支援を 促進する体制の社会実装に

向けた研究を推進すると と も に、 就労支援や居場所確保など診断後支援策

に関する 認知症の人や家族等の希望についての地域ごと の実態調査等を 推

進し 、 その成果を 認知症の人や家族等のほか、 地域の関係機関が活用でき

 
36 脳内にレ ビー小体等のタ ンパク 質凝集が蓄積し 、 神経細胞の変性を 伴う 疾患。  
37 前頭葉と 側頭葉の萎縮を認める疾患。  
38 脳小血管の閉塞による梗塞等を伴っ て認知機能低下を 来す疾患。  
39 脳内に神経原線維変化の沈着を伴う 、 高齢発症の疾患。  

【 施策の目標】  
 共生社会の実現に資する認知症の研究を推進し 、 認知症の人を始めと
する国民がその成果を享受でき るよう にするこ と を目標と し て、 以下の
施策を 実施する 。  
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る環境整備を推進する。  

➣ 認知症の人と 家族等の経験・ 意向を 踏まえながら 研究テーマを構成する

当事者参画型研究を 推進する。                    

➣ 介護分野における介護ロ ボッ ト ・ Ｉ Ｃ Ｔ 等の開発・ 実証・ 普及広報のプ

ラ ッ ト フ ォ ーム等により 、 認知症の人や介護現場のニーズ等を 反映し た介

護ロボッ ト ・ Ｉ Ｃ Ｔ 等の開発・ 普及に向けた支援を 実施する 。  

➣ 認知症の予防・ 診断・ 治療、 リ ハビリ テーショ ン、 ケアに関する技術・

サービス・ 機器等の効果を、認知症の人と 家族等の視点も 踏まえて検証し 、

効果を評価するための指標の普及を 図る。  

( 3)  官民連携、 全国規模調査の推進、 治験実施の環境整備、 認知症の人及び家

族等の参加促進、 成果実用化環境整備、 情報の蓄積・ 管理・ 活用の基盤整備 

➣ 認知症の人と 家族等が、希望する研究・ 治験に積極的に参加でき るよう 、

研究・ 治験環境を 整備する。  

➣ 創薬・ 国際連携を見据えた認知症臨床研究の基盤と なる、 レ ジスト リ 40・

コ ホート 研究41環境の整備を 継続的に推進し ながら 、 それら を 活用し てア

カ デミ アと 製薬企業を含む民間企業等の官民連携を 更に推進する。  

➣ 認知症の診断直後以降の、 Ｑ Ｏ Ｌ を 含む臨床情報を 追跡する ための研究

基盤を構築する。  

 

８ ． 認知症の予防等 

  

 

( 1)  予防に関する啓発・ 知識の普及・ 地域活動の推進・ 情報収集 

➣ 運動習慣、 適切な栄養、 社会参加・ 心理的サポート 等の取組や、 それら

にも 関連するフ レ イ ル予防の取組、 生活習慣病予防の取組について、 認知

症及び軽度の認知機能の障害の発症遅延・ 進行予防に関する科学的知見の

蓄積と と も に、 健康づく り や介護予防に資する取組（ 通いの場等） 、 介護

予防・ 日常生活支援総合事業の活性化、 地域ごと での積極的な情報発信を

通し て、 更に促進する。  

➣ 多く の住民が安心し て、 安全かつ効果的な健康づく り を 進め、 運動・ ス

 

40 ある疾患に罹
り

患し た人やある治療を 受けた人のデータ ベース。  
41 最初に対象者のグループを 設定し 、 その後追跡し て、 目的と する事象の発生率等の様々なアウ

ト カ ムと 予測因子の関連の分析を 行う 研究。  

【 施策の目標】  
 認知症の人を 含む全ての国民が、 その人の希望に応じ て、「 新し い認知
症観」 に立っ た科学的知見に基づく 予防に取り 組むこ と ができ るよ う に
するこ と 、 また、 認知症の人及び軽度の認知機能の障害がある人が、 ど
こ に暮ら し ていても 早期に必要な対応につながるこ と ができ るよう にす
るこ と を 目標と し て、 以下の施策を 実施する。  
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ポーツを 習慣的に実施するため、 地域の実情を踏まえ、 必要に応じ て事業

者等と も 連携し ながら 、 地方公共団体が行う スポーツを 通じ た健康増進に

資する取組を支援する。  

➣ 認知症予防に資すると さ れる民間の商品やサービスの評価の仕組みの検

討、 エビ デンスに対する評価を 取り まと めた指針の周知を進め、 希望する

者が科学的知見に基づく 適切な認知症・ 軽度の認知機能の障害の予防に取

り 組むこ と ができ るよう にする。  

( 2)  地域包括支援センタ ー、 医療機関、 民間団体等の連携協力体制の整備、 認

知症及び軽度の認知機能の障害に関する 情報提供 

➣ 認知症及び軽度の認知機能の障害のスク リ ーニング検査の有効性の検証

を通し て、 早期発見・ 早期対応・ 診断後支援（ 認知症カ フ ェ 等の地域資源

と の連携を含む。） までを一貫し て行う 支援モデルを確立する。  

➣ 早期の気付き と 対応に向けて、かかり つけ医や地域包括支援センタ ーと 、

認知症疾患医療センタ ーを含む専門医療機関の連携を強化する。  

 

９ ． 認知症施策の策定に必要な調査の実施 

➣ 若年性認知症の人を 含む認知症の人やその家族の生活実態、 社会参加・

就労支援を 促進する体制や社会実装の方策、 居場所の確保、 保健医療サー

ビス及び福祉サービスの質の向上、 診断後支援の在り 方、 権利侵害の実態

や権利擁護の在り 方、 災害や事故等への備えなど共生社会の実現に関わる

課題の把握と 解決に向けた調査研究を推進する。  

 

10． 多様な主体の連携 

※ 基本的施策１ から ８ までに掲げる施策のう ち、 多様な主体の連携に係る

も のと し て主要なも のを一部再掲し ている。  

➣ 高齢者を始めと する地域住民の移動手段の確保に向けて、 自動運転移動

サービスの導入に向けた地方公共団体等の取組を支援すると と も に、 地域

の多様な主体と の連携・ 協働等によ る取組を 意欲的・ 先行的に行う 地方公

共団体への重点的な支援の枠組みを 検討し 、 地域交通の再構築を加速化す

る。【 再掲】  

➣ 若年性認知症の人や家族等のニーズ、 若年性認知症の人が生活する地域

の資源に応じ た支援を行う ため、 若年性認知症支援コ ーディ ネータ ーが認

知症地域支援推進員や地域包括支援センタ ーの職員に対し て支援を行う こ

と 、 認知症地域支援推進員が若年性認知症支援コ ーディ ネータ ーに対し て

地域のピ アサポート 活動の情報等を 紹介する こ と 、 若年性認知症支援コ ー

ディ ネータ ー等と 企業の産業医や両立支援コ ーディ ネータ ー等による連携

し た対応を行う こ と などを推進する。【 再掲】  

➣ 独居など認知症の人を取り 巻く 課題を踏まえ、 かかり つけ医、 地域包括
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支援セン タ ー、 認知症地域支援推進員、 認知症サポート 医、 認知症初期集

中支援チーム、 居宅介護支援事業所、 認知症疾患医療センタ ーを 含む専門

医療機関等について、 地域の実情に応じ た機能や、 連携の強化を 図ると と

も に、 地域住民を 含む多様な主体と 協働し て日常生活支援（ 権利擁護支援

を含む。） の利用を可能と する 社会環境づく り を 、認知症の人や家族等と 共

に、 分野横断的な取組と し て推進する。                

➣ 若年性認知症の人やその家族に対する支援に向けた、 若年性認知症支援

コ ーディ ネータ ーを 中心と し た保健医療福祉の関係機関による連携体制を

構築する 。【 再掲】  

 

11． 地方公共団体に対する支援 

※ 「 Ⅴ 推進体制等」 に掲げる国と 地方公共団体の連携を 図る ための支援

を行う 。  

 

12． 国際協力 

情報の交換その他必要な施策 

➣ 外国政府、 国際機関、 関係団体等と 連携し 、 国際会議の場等を活用し な

がら 、 我が国の高齢化及び認知症施策の経験や技術について世界に向けて

情報発信を行い、 認知症施策に関する国際連携を 推進する。  
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Ⅳ 第１ 期基本計画中に達成すべき 重点目標等 

（ 重点目標の基本的な考え方）  

○ 基本法が目指す共生社会の実現に向けては、 前文のと おり 、 国民一人一人

が「 新し い認知症観」 に立つこ と 、 認知症の人と 家族等と 共に施策を 立案、

実施、 評価するこ と 、 国、 地方公共団体、 地域の関係者が連携し て取り 組む

こ と が重要である。 さ ら に、 国においては、 認知症の人が新たな知見や技術

を 活用し 、 生活の質を維持・ 向上さ せる 取組を行う こ と も 重要であるこ と か

ら 、 第１ 期基本計画中に重点的に取り 組むべき 目標を以下のと おり 重点目標

と し て設定する。  

 

【 重点目標１ 】  

国民一人一人が「 新し い認知症観」 を理解し ているこ と  

【 重点目標２ 】  

認知症の人の生活においてその意思等が尊重さ れているこ と  

【 重点目標３ 】  

認知症の人・ 家族等が他の人々と 支え合いながら 地域で安心し て暮ら す 

こ と ができ るこ と  

【 重点目標４ 】  

国民が認知症に関する新たな知見や技術を活用でき るこ と  

 

（ 関連指標の基本的な考え方）  

○ 重点目標の達成に向けては、 認知症施策の効果を評価するための関連指標

（ 以下「 Ｋ Ｐ Ｉ 」 と いう 。） を 設け、 Ｋ Ｐ Ｉ に基づく 評価を 踏まえた認知症施

策の立案の見直し を 行っ ていく こ と が重要である。  

○ Ｋ Ｐ Ｉ の設定に当たっ ては、 こ れまで認知症施策推進大綱に沿っ た認知症

施策の進捗について、 個別施策・ 個別事業の実施状況等に関する指標を中心

に確認し てき たが、 基本法に基づき 改めて認知症施策を 位置付け直し ていく

と いう 考え方を 踏まえ、 プロセス指標、 アウト プッ ト 指標、 アウト カ ム指標

と いう 段階を設けた目標を 新たに設定するこ と と する。  

○ 第１ 期基本計画においては、  

( 1)  地方公共団体等における認知症施策の立案、 実施、 評価におけるプロセ

ス（ 認知症の人の参画状況、 分野横断的な関係者と の取組状況等） 等によ

り 多面的に把握する と いう 観点【 プロセス指標】  

( 2)  重点目標に資する認知症施策の実施状況等を 把握すると いう 観点【 アウ

ト プッ ト 指標】  

( 3)  認知症の人や家族等の認識、 あるいは国民の認識を 確認するこ と を通じ

て、 共生社会の実現状況を 把握する と いう 観点【 アウト カ ム指標】  
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から 認知症施策の推進に取り 組む必要があり 、こ れら に照ら し て第１ 期基本

計画期間の認知症施策の効果を 評価する ためのＫ Ｐ Ｉ を 以下の表のと おり

設定する。  

○ なお、( 3) の観点を踏まえた指標は、認知症の人を含め国民一人一人が支え

合い、 安心し て歳を 重ねるこ と ができ る 共生社会の実現に近づいているか等、

認知症の人や家族等、 また国民の認識を 直接把握するこ と につながるも ので

ある 42。他方、こ の指標については、認知症施策の効果が認識の変化に表れる

までには長期間掛かると 考えら れる こ と から 、( 3) だけでなく 、相対的に短期

的な観察指標と なる( 1) 、 ( 2) の観点を 踏まえた指標により 、 認知症施策の効

果を評価するこ と と する。  

○ また、 以下の表に設定するＫ Ｐ Ｉ については、 基本法を 踏まえた新たな観

点に基づく も のであるこ と から 、 今後、 国において具体的な調査方法やＫ Ｐ

Ｉ に基づく 認知症施策の評価の在り 方を 検討するこ と が必要である。  

 

（ 関連指標の活用）  

○ 国は、「 Ⅴ 推進体制等」 の「 ２ ． 基本計画の見直し について」 に定める基

本計画の変更を 行う 際には、 上記の調査方法や評価の在り 方の検討状況も 踏

まえてＫ Ｐ Ｉ を 検討し 、 必要があると 認めると き には、 こ れを改めて設定す

るこ と と する。  

 

【 重点目標１ 】   

国民一人一人が「 新し い認知症観」 を理解し ているこ と  

プロセス指標 アウト プッ ト 指標 アウト カ ム指標 

・ 地域の中で認知症の人

と 出会い、 その当事者

活動を 支援し て い る

地方公共団体の数 

 

・ 認知症サポータ ーの養

成研修に 認知症の人

が参画し て い る 地方

公共団体の数 

 

・ 認知症希望大使等の本

人発信等の取組を 行っ

ている 地方公共団体の

数 

 

・ 認知症サポータ ーの養

成者数及び認知症サポ

ータ ーが参画し ている

チームオレ ンジの数 

・ 認知症や認知症の人

に関する 国民の基本

的な知識の理解度 

 

 

・ 国民における「 新し

い認知症観」 の理解

と それに基づく 振る

舞いの状況 

 

  

 
42 認知症の人を 含め国民一人一人がその地域で安心し て暮ら すこ と ができ るかどう か等を 測る 指

標であるこ と から 、 その認識を 測定する意識調査を 行う こ と が適当である。  
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【 重点目標２ 】     

認知症の人の生活においてその意思等が尊重さ れているこ と  

プロセス指標 アウト プッ ト 指標 アウト カ ム指標 

・ ピアサポート 活動への

支援を 実施し て い る

地方公共団体の数 

 

・ 行政職員が参画する本

人ミ ー テ ィ ン グ を 実

施し て い る 地方公共

団体の数 

 

・ 医療・ 介護従事者等 

に、 認知症の人の意思

決定支援の重要性の理

解を 促す研修を 実施し

ている 地方公共団体の

数と その参加者数 

 

・ 認知症施策に関し て、

ピ アサポート 活動等を

通じ て得ら れる 認知症

の人の意見を 反映し て

いる地方公共団体の数 

 

・ 認知症施策に関し て、

ピ アサポート 活動等を

通じ て得ら れる 家族等

の意見を 反映し ている

地方公共団体の数 

 

 

 

 

・ 地域生活の様々な場

面において、 認知症

の人の意思が尊重さ

れ、 本人が望む生活

が継続でき ている と

考えている認知症の

人及び国民の割合 
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【 重点目標３ 】     

認知症の人・ 家族等が他の人々と 支え合いながら 地域で安心し て暮ら すこ

と ができ るこ と  

プロセス指標 アウト プッ ト 指標 アウト カ ム指標 

・ 部署横断的に認知症施

策の検討を 実施し て

い る 地方公共団体の

数 

 

・ 認知症の人と 家族等が

参画し て 認知症施策

の計画を 策定し 、 その

計画に 達成す べき 目

標及び Ｋ Ｐ Ｉ を 設定

し て い る 地方公共団

体の数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 医療・ 介護従事者に対

し て 実施し て い る 認

知症対応力向上研修

の受講者数 

 

 

・ 就労支援も 含めて個別

の相談・ 支援を 実施し

ている こ と を 明示し た

認知症地域支援推進員

や若年性認知症支援コ

ーディ ネータ ーを 設置

し ている 地方公共団体

の数 

 

・ 認知症バリ アフ リ ー宣

言を 行っ ている 事業者

の数 

 

・ 製品・ サービ スの開発

に参画し ている 認知症

の人と 家族等の人数 

 

・ 基本法の趣旨を 踏まえ

た認知症ケアパスの作

成・ 更新・ 周知を 行っ て

いる市町村の数 

 

・ 認知症疾患医療セン タ

ーにおける 認知症関連

疾患の鑑別診断件数  

・ 自分の思いを 伝える

こ と ができ る家族、

友人、 仲間がいる と

感じ ている認知症の

人の割合 

 

・ 地域で役割を 果たし

ていると 感じ ている

認知症の人の割合 

 

・ 認知症の人が自分ら

し く 暮ら せると 考え

ている認知症の人及

び国民の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 認知症の人の希望に

沿っ た、 保健医療サ

ービス及び福祉サー

ビスを 受けている と

考えている認知症の

人の割合 
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【 重点目標４ 】     

国民が認知症に関する新たな知見や技術を 活用でき るこ と  

プロセス指標 アウト プッ ト 指標 アウト カ ム指標 

・ 国が支援・ 実施する、

認知症の人と 家族等

の意見を 反映さ せて

い る 認知症に 関す る

研究事業に 係る 計画

の数 

 

・ 国が支援・ 実施する、

認知症の人と 家族等

の意見を 反映さ せて

いる 認知症に関する

研究事業の数 

 

・ 国が支援・ 実施する、

認知症に関する 研究

事業の成果が社会実

装さ れている数 
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Ⅴ 推進体制等 

１ ． 都道府県計画・ 市町村計画の策定等について  

（ 国における推進体制）  

○ 認知症施策推進本部を中心に、 政府一体と なっ て、 基本計画の実施を推進

すると と も に、関係行政機関が基本計画に基づき 実施する施策の総合調整及

び実施状況を 評価するなど、 認知症施策を総合的かつ計画的に推進する。  

 

（ 都道府県・ 市町村における 計画策定及び推進体制）  

○ 認知症施策の推進に当たっ ては、 認知症の人や家族等を 取り 巻く 課題や社

会資源等が地域によっ て様々であるこ と に鑑み、 地方公共団体において、 地

域の実情や特性に即し た多様な取組を実施するこ と が重要である。  

○ こ のため、 都道府県においては、 国で策定する基本計画を 基本と し つつ、

実情に即し た都道府県計画を 策定するよ う 努めるも のと する。 また、 市町村

においては、 国で策定する基本計画及び都道府県計画（ 策定さ れている場合

に限る。） を 基本と し つつ、実情に即し た市町村計画を策定し 、創意工夫し た

具体的な施策を 規定するよう 努めるも のと する。  

○ その際、 都道府県は、 市町村計画を 策定するに当たり 必要な支援・ 助言を

行う と と も に、都道府県計画及び市町村計画に記載さ れた事業間の調整を 行

う こ と が求めら れる。 市町村は、 認知症の人や家族等にと っ て最も 身近な基

礎自治体であり 、地域づく り の実施主体と し て必要な施策を 推進し ていく こ

と が求めら れる。  

○ また、 都道府県及び市町村は、 認知症の人が当該都道府県及び市町村にお

いて、 尊厳を保持し つつ希望を持っ て暮ら すこ と ができ るよ う 、 その取組に

対する理念についても 計画の策定に合わせて表明するこ と が望まし い。  

○ なお、 都道府県計画又は市町村計画の策定に当たっ ては、 当該計画に定め

る内容が、 介護保険事業（ 支援） 計画等の既存の行政計画に定める内容と 重

複する場合、こ れら を 一体のも のと し て策定する こ と は差し 支えないも のと

するなど、 必要に応じ て柔軟に運用でき るこ と と する。  

 

（ 国と 地方公共団体と の連携）  

○ 国及び地方公共団体は、 互いの視点を共有し ながら 、 連携し て総合的に認

知症施策を推進し ていく こ と が重要である。 こ のため、 国は、 地方公共団体

の取組状況を 把握すると と も に、認知症の人や家族等が全国どこ に住んでい

ても 安心し て地域で暮ら せるよう 、様々な状況にある地方公共団体の参考と

なるよう な取組を共有するなどき め細やかな支援を行う も のと する。  

○ 市町村が市町村計画を 介護保険事業計画等と 一体のも のと し て策定する

際、 複数の市町村による広域の計画が策定さ れる可能性があるこ と から 、 市
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町村間の連携が進むよう 国及び都道府県は必要な支援を 行う も のと する。  

 

（ 都道府県及び市町村の関係部局相互間の連携）  

○ 都道府県計画又は市町村計画の策定に当たっ ては、 認知症施策が総合的な

取組と し て行われるよう 、地方公共団体内における保健・ 医療・ 福祉・ 教育・

地域づく り ・ 雇用・ 交通・ 産業等の担当部局同士が緊密に連携し 、 それぞれ

が責任を 持っ て取り 組むと と も に、都道府県及び市町村の関係部局同士が連

携し ながら 、 総合的に取組を 推進するこ と が重要である 。  

 

（ 認知症の人と 家族等の参画の推進）  

○ 認知症施策の立案、 実施、 評価に当たっ ては、 認知症の人と 家族等の参画

が最も 重要である。 まずは、 都道府県、 市町村の行政職員が、 認知症カ フ ェ

への参加など地域における様々な機会を 捉え、認知症の人や家族等と 出会い、

対話をするこ と で、認知症に関する知識や認知症の人への理解を 深めるこ と

が重要である。  

○ その上で、 認知症地域支援推進員等が中心と なっ て、 ピ アサポート 活動等

地域における認知症の人や家族等の活動を支援し 、本人ミ ーティ ング等の当

事者から の発信につなげる。  

○ その際、 認知症の人と 家族等の参画を 単なる一方通行的意見聴取にと どめ

るのではなく 、行政職員が認知症の人や家族等の活動の現場に出向く こ と 等

により 、 認知症の人や家族等と 対話し 、 意見を交換し 合う こ と で、 認識を 共

有するこ と が重要である。 こ う し た取組を通じ て、 施策を 立案、 実施、 評価

するために、以下の観点から 都道府県計画又は市町村計画を 策定するこ と が

望まし い。  

 ・  「 新し い認知症観」 の実感的理解 

 ・  自分が認知症になっ てから も 、 安全にかつ安心し て自立し た日常生活を

営むこ と ができ る地域づく り  

 ・  認知症の人の自立生活や社会参加等を 阻むハード ・ ソ フ ト 両面にわたる

社会的障壁の解消と 合理的配慮 

 ・  共生社会の具体的なビジョ ン の共有と 、 地域の実情や地域特性に応じ た

認知症施策の創意工夫 

 

（ 関係者の意見を反映さ せる 仕組みの整備）  

○ 地方公共団体が都道府県計画又は市町村計画の策定・ 変更を する 際には、

あら かじ め、認知症の人及び家族等の意見を可能な限り 広く 聴く よう 努める

と と も に、 保健医療サービス及び福祉サービスを 提供する者、 公共交通事業

者等、 金融機関、 小売業者その他の日常生活及び社会生活を 営む基盤と なる

サービスを提供する事業者、 学識経験を 有する者、 地域住民その他の関係者
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から も 広く 意見を聴く こ と が望まし い。  

○ なお、 こ れら の意見を 聴く 際等には、 行政機関から 分かり やすく 丁寧な情

報提供や説明を 行う などの配慮が求めら れる。  

 

（ 他の計画と の関係）  

○ 都道府県計画は、 医療計画43、 都道府県地域福祉支援計画44、 都道府県老人

福祉計画45、都道府県介護保険事業支援計画46その他の法令の規定による計画

であっ て認知症施策に関連する 事項を 定める も のと 調和が保たれたも ので

なければなら ない。  

○ 市町村計画は、 市町村地域福祉計画47、 市町村老人福祉計画48、 市町村介護

保険事業計画49その他の法令の規定による計画であっ て認知症施策に関連す

る事項を 定めるも のと 調和が保たれたも のでなければなら ない。  

 

２ ． 基本計画の見直し について 

○ 国は、 基本法第 11 条第６ 項の規定に基づき 、 認知症に関する状況の変化

を勘案し 、 及び認知症施策の効果に関する評価を 踏まえ、 少なく と も ５ 年ご

と に、 基本計画に検討を加え、 必要があると 認めると き には、 こ れを 変更す

る。  

○ 地方公共団体においても 、 国が策定する基本計画の変更内容を勘案し 、 基

本法第 12 条第６ 項（ 基本法第 13 条第３ 項において準用する場合を 含む。）

の規定に基づき 、 必要があると 認めると き には、 都道府県計画又は市町村計

画を 変更するよう 努める。  

 
43 医療法（ 昭和 23 年法律第 205 号） 第 30 条の４ 第１ 項に規定する医療計画を いう 。  
44 社会福祉法（ 昭和 26 年法律第 45 号） 第 108 条第１ 項に規定する都道府県地域福祉支援計画を

いう 。  
45 老人福祉法（ 昭和 38 年法律第 133 号） 第 20 条の９ 第１ 項に規定する都道府県老人福祉計画を

いう 。  
46 介護保険法（ 平成９ 年法律第 123 号） 第 118 条第１ 項に規定する都道府県介護保険事業支援計

画を いう 。  
47 社会福祉法第 107 条第１ 項に規定する市町村地域福祉計画をいう 。  
48 老人福祉法第 20 条の８ 第１ 項に規定する市町村老人福祉計画をいう 。  
49 介護保険法第 117 条第１ 項に規定する市町村介護保険事業計画をいう 。  


